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第５章 達成目標 

 

佐 倉 市 

 

中間検査率 １００% 

中間検査率＝年度毎の（中間検査合格証交付件数） 

／（確認済証交付件数のうち中間検査対象件数－取りやめ届数） 

 

・計画変更及び計画通知に対する確認済証交付件数は含まない。 

・年度内に特定工程工事完了予定日を迎えない件数は含まない。 

・検査済証が交付されたものは、中間検査合格証を交付したものとみなす。 

 （中間検査対象のうち確認済証交付後に住宅性能評価書の交付を受けたもの等） 

 

完了検査率 １００% 

完了検査率＝年度毎の（検査済証交付件数） 

／（確認済証交付件数－取りやめ届数－用途変更確認済証交付件数） 

 

・計画変更及び計画通知に対する確認済証交付件数は含まない。 

・年度内に工事完了予定日を迎えない件数は含まない。 

 

定期報告率 ７０% 

定期報告率＝（直近の用途別定期報告の報告数の総和）／（定期報告対象建築物数） 

 

 


